
農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について 

≪ 募 集 要 項 ≫ 
 
現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期が令和７年３月３１日で満了を迎えること

に伴い、次期の農業委員及び農地利用最適化推進委員を次のとおり募集します。 
 

記 
 
１ 推薦又は応募を受ける委員数及び任期 

委員の区分 定 数 委員の任期 

農  業  委  員 １１名 
令和７年４月から３年間 

農地利用最適化推進委員 １８名（別表参照） 

 
２ 報   酬 

下郷町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づく額 
 
３ 委員の役割 

（１） 農 業 委 員 

農地法等の権限事務について審査及び決定を行います。具体的な業務は次のとおりです。 
なお、認定農業者が委員の過半数以上を占め、また、農業者以外の者で中立な立場で公平な判

断をすることができる利害関係を有しない者を含めるようにしなければなりません。 
① 農業委員会総会（月に１回）、研修会等の会議へ出席し、農地法等の権限に属された事項の

現地調査や審議、その各種調査や結果報告を行います。 
② 農地の利用の最適化（農地利用集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進

等）などを行います。 
③ 法人化その他の農業経営の合理化に関することを行います。 
④ 農業一般に関する調査及び情報提供を行います。 

（２）農地利用最適化推進委員 

担当区域内の農地利用の最適化活動（担い手農家への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の

発生防止・解消、新規参入の促進 等）を行います。具体的な業務は次のとおりです。 
① 担当する区域内の農地の利用状況調査及び利用意向調査を行い、農地利用集積・集約化の

促進、遊休農地の解消等有効利用、新規参入の促進等の活動を行います。 
② 前項の活動を促進するため、担当する区域内の農家支援を行います。 

 
４ 推薦又は応募の要件 

農  業  委  員 
農業に関する識見を有し、農地法に基づく許認可業務や農地利

用の最適化の推進業務などを適切に行うことができる方。 

農地利用最適化推進委員 
担当区域において農地利用の最適化の推進業務に識見を有し、

積極的に取り組める方。 

※農業委員・農地利用最適化推進委員になれない方 

① 破産手続開始の決定を受けて復権を有しない方 
② 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの方。 
③ 町が設置する他の付属機関等の委員である場合、制限される（委員になれない）場合が

ありますので、応募・推薦前に必ずご相談ください。 
④ 町の職員（会計年度任用職員含む）である方。 



６ 推薦又は応募の期間 

    令和６年１０月２１日（月）～令和６年１１月１９日（火） 

※午前８時３０分から午後５時００分までに必着（郵送の場合は、当日消印有効） 
 
７ 応募書類 
   推薦・応募用紙は、農業委員用と農地利用最適化推進委員で異なります。 

団 体 推 薦 
団体等の代表者による推薦 
※様式：下郷町農業委員会の委員団体推薦届出書 
    下郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員団体推薦届出書 

個 人 推 薦 
農業者等３名以上による推薦 
※様式：下郷町農業委員会の委員個人推薦届出書 
    下郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員個人推薦届出書 

一 般 募 集 
本人による応募 
※様式：下郷町農業委員会の委員応募届出書 
    下郷町農業委員会の農地利用最適化推進委員応募届出書 

※推薦又は応募される方は、農業委員会事務局にて用紙を受け取ってください。 
 
８ 募集内容の公表について 
   募集期間の中間（１１月上旬）及び募集期間終了後に、推薦者（推薦する者）、候補者（推薦

を受ける者）、応募者それぞれの書類の記載事項について、住所等を除いた情報を、町ホーム

ページにより公表します。 
 
９ 選考方法 

農  業  委  員 
候補者評価委員会により書類を審査し、議会の同意を得て町長が

任命する。 

農地利用最適化推進委員 
候補者評価委員会により書類を審査し、農業委員会総会の決定を

得て農業委員会長が委嘱する。 
 

10 お問合せ    下郷町農業委員会事務局 

 
 

 
【別表】 

区域名 地区名（行政区名） 募集員数 

楢原地区 
倉 村・楢 原・刈 林・成 姫・板 萩・小 池・倉 水 
三ツ井・新 開・戸 赤・中 山・弥五島 

０３人 

旭田地区 
塩 生・桧 原・桃曽根・落 合・音 金・十文字・鶴ヶ池 
南倉沢・大松川・小松川・張 平・中 妻・水 門・沢 入 

１２人 

江川地区 
湯野上・小 野・大 沢・小 出・沼 尾・白 岩・雑 根 
田 代・芦の原・枝 松・大 内 

０３人 

※担当する地区は応募状況に応じて農業委員会で決定します 

〒９６９－５３４５ 下郷町大字塩生字大石１０００番地 
電話 ６９－１１８８（農林課・農業委員会共通） 


